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岐阜県愛のともしび基金事業費補助金交付要綱実施細則 

 

１ 総 則 

    この細則は、岐阜県愛のともしび基金事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第 

  １６条の規定により、交付要綱の実施について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 補助対象事業 

     補助対象事業は、次に揚げる事業とする。ただし、国・地方公共団体の負担金又は補助金及び

民間資金の補助対象となった事業、国・地方公共団体から委託を受け実施する事業、並びに地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により公の施設の指定管理者と

して行う事業は、補助の対象としない。 

 (1) 社会福祉法人等施設整備事業 

        社会福祉法人等における施設整備事業（社会福祉施設（社会福祉法第２条第４項に規定する

   事業に係る社会福祉施設を除く。）及び居宅要援護者に開放し、利用させることを目的とする

   施設等を新築、増築、改築、及び改装する事業、授産製品販売所の設置、小規模訓練施設整 

   備、共同生活所(ふれあいホーム、グループホーム、ミニホーム等)の施設整備等） 

  (2) 社会福祉法人等備品整備事業 

        社会福祉法人等における備品を購入する事業（送迎用車両の購入、小規模授産施設等製作機

   器の購入、障がい児（者）訓練用マット等の購入等） 

  (3) 社会福祉法人等調査・研究開発事業 

      社会福祉法人等が行う調査・研究開発事業（新たな授産製品を研究開発するための事業等) 

  (4) 社会福祉法人等啓発事業 

    社会福祉法人等が福祉事業行う広報・啓発のための事業であって、新規に実施されるもの（研

修会・講習会・交流会の開催、チラシ・ポスター・リーフレットの作成・配布等） 

 (5) 福祉活動団体育成事業 

        次のア、イ又はウに該当する事業（事業開始から３年以内のものに限る。） 

ア 社会福祉法人等の社会参加の推進を図るために行う事業（ふれあいいきいきサロン、要介護

者支援相談・情報提供事業などの地域交流事業等） 

イ 社会福祉法人等の福祉活動を推進するための事業（地域や家庭における要支援者・子育て支

援事業、福祉ガイドマップの作成等） 

ウ 同種の活動を行う社会福祉法人等が、市町村の区域を越えて協働して活動を実施するネット

ワーク事業 

  (6) その他の事業 

       知事が助成を必要と認める事業 

 

３ 補助の対象となる経費 

 (1) 社会福祉法人等備品整備事業については、その形状又は性質を変更することなく比較的長期に

  わたり使用できる物品を対象に、原則として１品目５万円を超えるものとし、かつ事業費が 

２０万円以上のものとする。 

      車両購入の場合は、車両本体及び一般的な付属品の価格のみを補助の対象とし、車両の華美な

どを目的とした付属品の価格は対象としない。また、利用者の便宜を図るために必要な車両の改

造については補助の対象とする。 

  (2) 社会福祉法人等施設整備事業及び社会福祉法人等備品整備事業については、対象物件にかかる
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消費税及び地方消費税、施設改修等工事に付随する既存施設等の撤去費は補助の対象とし、振込

手数料は対象としない。 

 (3) 社会福祉法人等調査・研究開発事業、社会福祉法人等啓発事業、福祉活動団体育成事業及びそ

  の他の事業にかかる補助の対象となる経費は、別表１のとおりとする。  

 (4) 交付要綱第１３条の補助対象事業である旨の表示に要する経費は、補助の対象とする。  

 

４ 補助金の申請 

 (1) 社会福祉法人等は補助金の交付を申請する事業について、交付要綱別記第１号様式に必要な書

  類を添付し、岐阜県地域福祉課へ提出するものとする。 

 

５ 補助金の変更承認、中止（廃止）の申請又は社会福祉充実残額の報告 

 (1) 社会福祉法人等は補助事業の変更承認、中止（廃止）の申請又は社会福祉充実残額の報告を行

うときは、それぞれ交付要綱別記第２号様式、第３号様式又は第４号様式に必要な書類を添付し、

岐阜県地域福祉課へ提出するものとする。 

 

６ 実績報告等 

 (1) 社会福祉法人等は補助事業が完了したときは、速やかに交付要綱別記第５号様式に必要な書類

（写真を含む。）を添付し、岐阜県地域福祉課へ提出するものとする。 

 

７ 受配表示 

   交付要綱第１３条の補助事業である旨の表示については、別表２のとおり表示するものとする。 

 

 

   附 則 

 この細則は、平成２２年１１月１日より施行し、平成２２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

     附 則 

１ この細則は、平成２３年３月２８日より施行し、平成２３年度分の予算に係る補助金から適用す

 る。 

２ 平成２２年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

  

    附 則 

１ この細則は、平成２５年３月２５日より施行し、平成２５年度分の予算に係る補助金から適用す

 る。 

２ 平成２４年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

    附 則 

１ この細則は、平成２９年４月１日より施行し、平成２９年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 平成２８年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

  附 則 

  この細則は、平成３１年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

附 則 
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  この細則は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

  ただし、４から６については、令和２年９月３０日から適用する。 

 

  附 則 

  この細則は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

  附 則 

  この細則は、令和６年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

  附 則 

  この細則は、令和７年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

    附 則 

 この細則は、令和７年７月１日より施行し、令和７年度分の予算に係る補助金から適用する。 
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別表１                                                                               

    岐阜県愛のともしび基金事業費補助金の対象となる経費及び基準限度額              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 費用の項目        費用の種類        基準限度額    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

謝金 

 

研修会、講演会及び専門的事項に関す 

る相談等にかかる謝金 

別添のとおり 

 

賃金 

 

 

 

 

 

当該事業実施のために直接必要な人

件費（アルバイトへの賃金等） 

 

（注）他業務と兼務する場合は、当該

事業に従事した時間のみが対象 

 

１時間当たり1,100円 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

交通費、宿泊費 

 

 

 

 

 

（公共交通機関） 

目的地まで合理的経路で公共交通機

関を利用した場合の実費相当額 

（自家用車） 

１ｋｍにつき37円 

宿泊費：１泊10,900円 

消耗品費 

 

 

 

当該補助事業実施に必要な物品（備品

以外のもの） 

当該補助事業実施に必要な事務用品

等で取得価格が５万円以下のもの 

事業に必要な物品： 

知事が必要と認める範囲内 

事務用品等：１物品当たり５万円 

 

会議費 

 

会議等に付随する飲食代（茶菓、弁当

代等） 

一人当たり 

弁当代（茶菓代を含む）：1,200円 

茶菓代：170円 

修繕料 

 

 

 

 

既存の施設等を当該事業のために使

用するため改修する費用で資産価値

を高めるものでないもの 

（壁紙・床の張替え、間仕切り設置） 

知事が必要と認める範囲内 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

チラシ、ポスター、資料等の印刷費等 知事が必要と認める範囲内 

 

通信運搬費 郵便料、電信電話料、運搬料金等 知事が必要と認める範囲内 

手数料 振込手数料等 知事が必要と認める範囲内 

保険料 損害保険料等 知事が必要と認める範囲内 

委託料 

 

当該補助事業実施のために必要な事

務、調査等の他団体等への委託費 

知事が必要と認める範囲内 

 

使用料及び 

賃借料 

会場使用料、自動車借上料等 

（礼金を含み、敷金等は含まず） 

知事が必要と認める範囲内 

 

備品購入費 

 

当該補助事業実施に不可欠な備品（資

機材等） 

知事が必要と認める範囲内 

 

その他 知事が必要と認める費用 知事が必要と認める範囲内 

  ※上記の基準限度額欄に掲げる額は、補助金の対象となる経費の上限を示したものであり、事業実

  施においては各補助事業者の基準を適用するものとする。                                   
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別添  

 

研修会、講演会及び専門的事項に関する相談等にかかる謝金 

 

謝金を支払う者の区分 

 

 

「研修会」講義 

 

「講演会」講演 

 

専門的事項に関する相

談等 

時間当たり 

基準単価（円/ｈ） 

１回当たり 

基準単価（円/回） 

時間当たり 

基準単価（円/ｈ） 

大学等の 

研究者 

 

 

 

 

教授 

 

13,000円/ｈ以内 

 

  50,000円/回以内 

 

  13,000円/ｈ以内 

（１日50,000円以内） 

助教授 

 

8,000円/ｈ以内 

 

  40,000円/回以内 

 

   8,000円/ｈ以内 

 （１日40,000円以内） 

講師・助手(

専門学校等を含む) 

6,000円/ｈ以内 

 

  30,000円/回以内 

 

   6,000円/ｈ以内 

（１日30,000円以内） 

専門家 

 

 

 

医師・弁護士・

公認会計士 

13,000円/ｈ以内 

 

  50,000円/回以内 

 

  13,000円/ｈ以内 

（１日50,000円以内） 

その他（注） 

 

6,000円/以内 

 

  30,000円/回以内 

 

     6,000円/以内 

（１日30,000円以内） 

企業 

 

－ 

 

8,000円/以内 

 

  40,000円/回以内 

 

     8,000円/以内 

 （１日40,000円以内） 

著名人・ 

タレント 

－ 

 

50,000円/以内 

 

 200,000円/回以内 

 

    50,000円/以内 

（１日200,000円以内） 

（注）「専門家（その他）」の例としては、薬剤師、理学療法士、歯科衛生士、看護師、司

法書士、栄養士、土地家屋調査士、救急救命士、保健師、臨床心理士、社会保険労務士

等の他、有資格者に限らない。 

 ※時間当たり基準単価における１時間に満たない時間の扱いは、以下のとおりとする。 

  ・３０分以内の場合は、時間当たり基準単価の半分を加算する。 

  ・３０分を上回る場合は、１時間に切り上げて計算する。 
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別表２ 

 

事業区分 表示方法 表示例等 

建築物等 建物正面（玄関）等に表示  

 

 

 

 

サイズ・材質等：Ｂ５版程度

以上、材質は自由とする。また、

表示は消えないように作成す

ること。 

機器・備品等 ラベル等で表示 

ただし紙のみは不可 

 

車両 車両の両側面に「岐阜県愛のと

もしび号」とペイント 

色及び文字の大きさは適宜。色

は車体と同色にならないこと。 

研修会・講習会 

社会参加推進事業 

事業の参加者、対象者等に 

「愛のともしび基金」の補助事

業であることを説明し、開 

催要綱、研修資料、報告書等 

の表紙に表示 

 

報告書等出版物の発行 

チラシ・ポスター・リーフレッ

トの配布 

印刷物の表紙に表示  

 

岐阜県愛のともしび基金補助事業 

この○○は、愛のともしび基金に寄

せられた県民の皆様からの寄付金によ

り○○しました。    ○○年○月 

 

この○○は、岐阜県愛のともしび基

金の補助金により整備しました。 

○○年○月 

 

この事業は、岐阜県愛のともしび基

金の補助金により行われています。 

○○年○月 

 

この○○○は、岐阜県愛のともしび

基金の補助金により発行しています。 

○○年○月 


